
























変　更　契　約　調　書
第１回変更

1 契 約 年 月 日 平成１８年　８月２５日

2 契 約 業 者 名 株式会社　松村泰山堂

3 契約業者の住所 京都市北区小山西大野町５１番地３

4 工 事 件 名 　　京都御所ほか障壁画修理第１回工事

5 工 事 場 所 京都市上京区京都御苑（京都御所内ほか）

6 工 期 （自） 平成１８年　８月２６日

7 工 期 （至） 平成１９年　３月３１日

8 契 約 金 額（税込）  １９，５３０，０００円

9 契 約 金 額（税抜）  １８，６００，０００円

10 変 更契約年月日 平成１９年　３月１６日

11 変 更 後 工 期 （至） 平成１９年　３月３１日

12 変 更 増 減 金 額（税込） ２，６２５，０００円

13 変 更 増 減 金 額（税抜） ２，５００，０００円

14 変 更 後 金 額（税込） ２２，１５５，０００円

15 変 更 後 金 額（税抜） ２１，１００，０００円

16 変 更 理 由 　工事の進捗状況に伴い，破損著しい箇所が見受けら
れたので，当初設計を変更し，障壁画修理，金物修理
等を行うものである。



1 ：

2 ：

3 ：随 意 契 約 理 由

随意契約理由書

請 負 業 者 名 （株）　佐桑工務店

工 事 件 名 京都御所若宮姫宮御殿桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備
第２回工事

　上記建物は，経年の腐朽・破損が著しいため，２カ年計画
で桧皮葺屋根葺替等の整備工事を実施している。
　今年度は，第１回工事で仮設取設，棟瓦積取解，雨樋取外
し，小屋組修繕等を行っており，引き続き本工事において，
木部狐格子修繕及び雨樋制作等を行うものである。
　本工事は前工事に引き続き施工される工事であり，一体の
構造物の構築等を目的とする工事で，かつ前工事と後工事の
施工者が異なる場合は，瑕疵担保責任の範囲が不明確になる
等密接不可分な関係にあることから一貫した施工が技術的に
必要とされ，工期の短縮，経費の節減，安全，円滑かつ適切
な施工を確保するうえで，前工事施工者の株式会社佐桑工務
店以外の者に施工させることが不利と認められる。
　よって，会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第４号イにより，同社と随意契約を締結す
るものである。



1 契 約 年 月 日

2 請 負 業 者 名

3 請 負 業 者 の 住 所

4 工 事 件 名

5 工 事 場 所

6 工 事 種 別

7 工 事 概 要

8 工 期（自）

9 工 期（至）

10 請 負 金 額

随意契約調書

19 年 2 月 8 日平成

京都御所若宮姫宮御殿桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備第２回工事

京都市上京区京都御苑（京都御所内）

（株）佐桑工務店

京都市左京区下鴨高木町３９番地の４

建築一式工事

桧皮葺を除く建築一式

平成 19 年

31 日

2 月 9 日

10,132,500 円

平成 19 年 3 月




